
広
島
県
告
示
第
八
百
十
五
号 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
っ
て
、
事
業
の
認
定
を
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日 

広
島
県
知
事  

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

一  

起
業
者
の
名
称 

 
 

福
山
市 

二  

事
業
の
種
類 

 
 

福
山
市
津
之
郷
公
民
館
改
築
工
事 

三  

起
業
地 

 

１  

収
用
の
部
分 

 
 
 

広
島
県
福
山
市
津
之
郷
町
大
字
津
之
郷
字
大
満
寺
地
内 

 

２  

使
用
の
部
分 

 
 
 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

福
山
市
津
之
郷
公
民
館
改
築
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
二
十
二
号

に
該
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
福
山
市
は
、
起
債
及
び
一
般
財
源
に
よ
り
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

ま
た
、
福
山
市
は
、
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
改
正
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 

福
山
市
津
之
郷
公
民
館
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
建
築
さ
れ
た
公
民
館
で
あ
る
が
、
福
山
市
公
民
館

設
置
基
準
に
規
定
す
る
建
物
の
面
積
を
充
足
し
て
お
ら
ず
、
会
議
室
が
狭
隘
で
四
十
人
を
超
え
る
会

議
で
の
利
用
が
で
き
な
い
な
ど
の
状
況
に
あ
る
。 

 

ま
た
、
廊
下
に
段
差
が
あ
り
、
障
害
者
用
ト
イ
レ
や
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
の
敷
設
が
な
く
、
車
い
す
使

用
者
用
の
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
に
支
障
を
来
し
て
い

る
。 

 

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
福
山
市
津
之
郷
公
民
館
は
、
福
山
市
公
民
館
設
置
基
準
を
充
足
し
、

高
齢
者
、
障
害
者
等
を
は
じ
め
、
よ
り
多
く
の
住
民
に
対
し
て
施
設
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

他
方
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る

周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
ザ
ブ
遺
跡
の
範
囲
に
当
た
る
た
め
、
起
業
者
は
、
福
山
市
教
育

委
員
会
と
協
議
を
行
い
、
埋
蔵
文
化
財
に
影
響
を
与
え
な
い
工
法
に
よ
り
工
事
を
実
施
し
、
必
要
に



応
じ
て
記
録
保
存
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
ま
た
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七

十
五
号
）
に
基
づ
く
動
植
物
に
つ
い
て
、
現
地
調
査
及
び
「
改
訂
・
広
島
県
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ

る
野
生
生
物
」
を
基
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事

業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
本
件
事
業
の
位
置
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
県
道
御
幸
松
永
線
沿
案
（
以
下
「
申
請
案
」
と

い
う
。
）
の
ほ
か
、
市
道
高
浦
長
者
ヶ
原
線
沿
案
及
び
市
道
津
之
郷
三
十
三
号
線
沿
案
の
三
案
で
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
申
請
案
と
他
の
二
案
を
比
較
す
る
と
、
利
用
者
の
利
便
性
が
最
も
高
い
こ
と
、

造
成
工
事
の
難
易
度
が
最
も
低
い
こ
と
、
事
業
費
が
最
も
廉
価
と
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
社
会
的
、

技
術
的
及
び
経
済
的
な
面
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
申
請
案
が
最
も
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 

３

で
述
べ
た
よ
う
に
、
福
山
市
津
之
郷
公
民
館
は
、
福
山
市
公
民
館
設
置
基
準
の
規
定
を
充
足

し
て
お
ら
ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
で
き
る
だ
け

早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
し
、
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
福
山
市
は
、
第
四
次
福
山
市
総
合
計
画
に
基
づ
く
前
期
基
本
計
画
に
お
い
て
、
木
造
狭
隘

館
な
ど
の
解
消
を
図
る
こ
と
と
し
、
本
件
事
業
を
平
成
二
十
一
年
度
主
要
事
業
と
位
置
付
け
て
お
り
、

さ
ら
に
、
福
山
市
自
治
会
連
合
会
か
ら
、
本
件
事
業
の
早
期
完
成
に
関
す
る
強
い
要
望
が
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

起
業
地
は
、
本
件
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
範
囲
で
あ
る
。 

 

本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
に
は
な

じ
ま
な
い
の
で
、
本
件
事
業
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
起
業
地
全
体
に
収
用
の
手
段
を
講
じ
る

こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
法
第
二

十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五  

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

広
島
県
福
山
市
役
所 

 


